
（平成２２年８月２５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 6 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 5 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認鳥取地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

鳥取国民年金 事案 261 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、昭和 63 年 11 月及び同年 12 月の国民年金被保険者資格取得

（第３号被保険者該当）届を提出していたものと認められることから、第

３号被保険者に係る納付記録に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 38 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 昭和 63 年 11 月及び同年 12 月 

社会保険事務所（当時）で年金記録を確認したところ、申立期間が未

納となっていた。申立期間当時は夫の被扶養者であり、当時の夫が国民

年金の第３号被保険者資格取得の届出を行ってくれたと思うので、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿及びオンライン記録によれば、申立人の

国民年金手帳記号番号は平成６年 10 月ごろにＡ市において払い出され、

ⅰ）昭和 59 年１月 21 日国民年金第１号被保険者資格取得、62 年１月５

日同資格喪失、ⅱ）63 年 10 月 11 日国民年金第１号被保険者資格取得、

64 年１月１日同資格喪失、ⅲ）平成２年３月 16 日第３号被保険者資格取

得の各処理が６年 11 月 22 日に行われていることが確認できる。 

申立期間を含む上記ⅱ）の期間は未納となっているが、オンライン記

録では、平成６年 11 月 22 日に２年３月 16 日にさかのぼって国民年金第

３号被保険者資格を取得している上、手続を行ったとする夫は、「具体

的な時期は覚えていないが、その時にできる範囲の手続を行った。」と

供述しており、婚姻（昭和 63 年 11 月＊日）後であり主婦であった申立

期間についても、第３号被保険者資格の取得手続を行ったものと考えて

も不自然ではない。 

また、申立人は、昭和 63 年 10 月 11 日に厚生年金保険の被保険者資格

を喪失し申立期間当時収入は無く、同年 11 月＊日に婚姻届が提出されて



  

いることが戸籍謄本で確認できる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、昭和 63 年 11 月

及び同年 12 月の国民年金被保険者資格取得（第３号被保険者該当）届を

提出していたものと認められる。 



鳥取厚生年金 事案 362 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 昭和 20 年４月１日から 22 年５月 18 日まで 

  国（厚生労働省）の記録によると、Ａ組合に勤務していた申立期間

について、昭和 22 年９月 23 日に脱退手当金が支給されたこととなっ

ているが、当時は厚生年金保険に加入していたことすら知らなかった

ので、この記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、脱退手当金の支給

を意味する「脱退」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当

金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険資格喪失

日から約４か月後の昭和 22 年９月 23 日に支給決定されている。 

しかし、同台帳にある「法 49 条－３」の記載から、申立人の脱退手当

金は、厚生年金保険法第 49 条の３（被保険者期間６月以上３年未満の者

について、「女子が婚姻のために資格を喪失した時」など要件に該当する

場合には、脱退手当金を支給する。）に基づいて支給されたものとうかが

えるが、申立人は退職事由を「自己都合」としており、事実、婚姻年月日

は昭和 26 年１月＊日である上、申立期間当時の同僚も申立人が申立事業

所を退職した際に事実婚があった旨を記憶していないため、申立人は申立

期間当時、脱退手当金の受給資格を有していなかったものと推認される。 

また、申立事業所を昭和 23 年４月１日付けで資格喪失している同僚



（１名）の旧台帳には、脱退手当金の支給をうかがわせる記載があるもの

の同人のオンライン記録には当該脱退手当金の受給記録は反映されていな

い。 

これらのことから、社会保険事務所（当時）の記録には疑義があると言

わざるを得ない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



鳥取厚生年金 事案 363 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ社における申立人の資格喪失日に係

る記録を平成元年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 26 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ：  平成元年１月 31 日から同年２月１日まで 

    国（厚生労働省）の記録では、Ａ社における厚生年金保険の資格喪

失日が平成元年１月 31 日となっているが、同年１月 31 日まで勤務し

ており、また同年１月の保険料控除の事実が確認できる給与明細書が

あるので、申立期間について被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が保管する給与明細書、雇用保険の記録及び同僚の供述により、

申立人は、昭和 62 年９月 1 日から平成元年１月 31 日までＡ社に勤務し、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の保管する給与明

細書から、26 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

当該事業所は平成 15 年９月 1 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

ており、当時の事業主とも連絡が取れないが、事業主が元年２月１日付

けで申立人の資格喪失の届出を行ったにもかかわらず、社会保険事務所



（当時）がこれを同年１月 31 日と誤って記録することは考え難いことか

ら、社会保険事務所は、申立人に係る同年１月の保険料の納入の告知を

行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に

納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

     



鳥取厚生年金 事案 364 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が主張する昭和 41 年１月 30 日に、厚生年金保険被

保険者の資格を申立人が喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に

対し行ったことが認められることから、申立期間について厚生年金保険

被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額を昭和 38 年５月から同年９月までは２

万円、38 年 10 月から 39 年９月までは２万 1,000 円、39 年 10 月から 40

年９月までは２万 8,000 円及び 40 年 10 月から同年 12 月までは２万

5,000 円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38 年５月 21 日から 41 年１月 30 日まで 

昭和 32 年 11 月１日にＡ社に入社し、41 年１月 29 日まで継続して勤

務していたにもかかわらず、国（厚生労働省）の記録では、38 年５月

21 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失しているので、申立期間に

ついても被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の現在の人事担当者及び同僚の供述並びに申立人が保管する社員の

集合写真により、申立人が申立期間に同社に継続して勤務していたことが

認められる。 

   また、同社では、厚生年金保険の被保険者について厚生年金保険被保険

者台帳を作成しているところ、申立人は、昭和 32 年 11 月１日に資格を取

得し、41 年１月 30 日に資格を喪失した旨が記載されていることから、申

立人が 38 年５月 21 日に資格喪失した旨の届出を事業主が行ったとは考え

難い。 



   事実、上記の被保険者台帳において、申立人と同じページに掲載され、

申立人と同月（昭和 32 年 11 月）に被保険者資格を取得している男性７人

については、いずれも、記載されている資格喪失日とオンライン記録は一

致していることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人について、昭和 41 年

１月 30 日に資格喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認め

られる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人と同日（昭和 32 年

11 月１日）に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、申立期間後に資格

を喪失した男性 13 人のオンライン記録等から、昭和 38 年５月から同年９

月までは２万円、38 年 10 月から 39 年９月までは２万 1,000 円、39 年 10

月から 40 年９月までは２万 8,000 円及び 40 年 10 月から同年 12 月までは

２万 5,000 円とすることが妥当である。 



鳥取厚生年金 事案 367 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、昭和 40 年２月１日から同年 12 月１日までの厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認められることから、申立人の

Ａ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日に係る記録を 40 年２月１日に

訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 6,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和 40 年２月１日から同年 12 月１日まで 

昭和 40 年２月１日から 42 年６月 25 日までＡ社にＣ業務担当として

勤務したにもかかわらず、国（厚生労働省）の記録では、厚生年金保

険の被保険者資格の取得は 40 年 12 月１日となっている。 

申立期間については、雇用保険の加入記録もあるので、厚生年金保

険に未加入となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録及び申立期間当時の複数の同僚の供述により、申立人は、

昭和 40 年２月１日から 42 年６月 25 日まで、Ａ社で勤務していたことが

認められる。 

   また、オンライン記録によると、申立期間当時の申立人の上司（Ｃ業務

担当）は、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 37 年 12 月 12

日から申立期間を含む 42 年５月 31 日まで厚生年金保険に加入しているこ

とが確認できるところ、「当時、申立人は、私と同じ身分（正社員）、勤

務形態であった。」と供述している。 

   さらに、オンライン記録によると、申立人の後輩（正社員のＣ業務担



当）３人は、申立期間後の昭和 42 年４月１日に厚生年金保険に加入して

いることが確認できるところ、「入社と同時に厚生年金保険に加入し

た。」旨の供述をしていることから、当時、Ａ社では、正社員のＣ業務担

当者については、入社時から厚生年金保険に加入させていたものと認めら

れる。 

   加えて、申立期間を含む、昭和 39 年５月から 40 年 10 月までの間に入

社した（雇用保険の被保険者となった）３人は、いずれも申立人とは異な

る職種ではあるものの、うち２人は雇用保険に加入した翌月に厚生年金保

険に加入し、ほか１人は厚生年金保険に加入した翌月に雇用保険に加入し

ている一方、申立人は雇用保険に加入した 10 か月後に厚生年金保険に加

入しており、申立人の厚生年金保険の加入時期に不自然な点がうかがわれ

る。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたものと認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の健康保険厚生年金

保険被保険者原票の昭和 40 年 12 月の記録から、１万 6,000 円とすること

が妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、申立期

間に行われるべき事業主による被保険者資格の取得届、健康保険厚生年金

保険被保険者報酬月額算定基礎届及びこれに基づく定時決定のいずれの機

会においても、社会保険事務所（当時）が記録の処理を誤るとは考え難い

ことから、事業主が昭和 40 年 12 月１日を厚生年金保険の資格取得日とし

て届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 40 年２月から

同年 11 月までの保険料について納入告知を行っておらず、事業主は申立

期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



鳥取厚生年金 事案 368 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係

る記録を昭和 34 年２月 27 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万

8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年２月 27 日から同年３月２日まで 

    年金事務所で年金記録を確認したところ、申立期間は厚生年金保険に

未加入となっている旨の回答を得た。 

    申立期間については、Ａ社Ｂ支社から本社に異動し勤務していたので、

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社の社籍簿及び申立期間当時の同僚の供述から判断すると、申立人

はＡ社に継続して勤務し（Ｂ支社から本社に異動）、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

  なお、異動日については、社籍簿によると申立人は昭和 34 年２月１日

付けでＡ社Ｂ支社から本社に異動となっているが、同社の現総務担当者

は、「申立人は引き継ぎ等を行うため 34 年２月 26 日までＢ支社で勤務

したと考えられる。」と回答していることから、同年２月 27 日とするこ

とが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 34 年３月のオンライ

ン記録から１万 8,000 円とすることが妥当である。 



なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

について、事業主は不明としており、このほか確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事

務所（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連

資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

   

 



  

鳥取厚生年金 事案 365 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ：  昭和 46 年 10 月２日から 48 年３月１日まで 

 昭和 46 年 10 月にＡ社Ｂ営業所に事務職として入社し、48 年 10 月ま

で勤務していたにもかかわらず、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   昭和 46 年 10 月２日から 48 年 10 月 31 日までＡ社における雇用保険の

加入記録があることから、申立人は、申立期間もＡ社に勤務していたこ

とが推認できる。 

しかし、Ａ社の取締役経験者は、「当時、本社採用の従業員は、全員

が厚生年金保険に加入していたが、営業所採用の従業員は、営業所に判

断が任されており、未加入の人がいたようだ。」と供述している。 

また、Ｂ営業所の同僚は、「私は、申立人が勤務していたことは記憶

しているが、申立人の処遇は分からない。申立人の雇用形態等処遇につ

いては、所長及び主任が決めていたと思う。」と供述しているが、当時

のＢ営業所の所長及び主任は死亡しており、事実関係を確認することが

できない。 

さらに、Ａ社では、申立期間当時の人事記録等を廃棄しているほか、

当時の取締役及び事務担当者は、死亡又は連絡先不明のため、申立人の

給与から保険料が控除されていた事実を確認することができない。 

加えて、申立人は当時の状況をほとんど記憶しておらず、ほかに申立

人が申立期間において厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  



  

鳥取厚生年金 事案 366 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月３日から同年７月 23 日まで 

          ② 昭和 36 年 12 月４日から 37 年７月 23 日まで 

          ③ 昭和 37 年８月３日から 41 年５月１日まで 

社会保険事務所（当時）で年金記録を確認したところ、Ａ社に勤務し

ていた申立期間①、Ｂ社に勤務していた申立期間②及びＣ社に勤務して

いた申立期間③について、脱退手当金が支給されている旨の回答を得た。 

しかし、Ｃ社を退職した後に脱退手当金の請求手続を行ったことは無

く、受け取った記憶も無いので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る脱退手当金は、その支給額に計算上の誤りは無

く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約６か月後の

昭和 41 年 11 月 11 日に支給決定されているなど一連の事務処理に不自然

さはうかがえない。 

また、申立人は、Ｃ社における厚生年金保険被保険者資格喪失後、国民

年金の強制被保険者期間があったにもかかわらず、昭和 42 年２月１日に

国民年金手帳記号番号が払い出されるまで国民年金の加入手続を行ってお

らず、申立人自身は、「自分は、国民年金の加入手続にまったく関与して

いない。」と供述していることから、当時、年金に対する意識が高かった

状況はうかがえない。  

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

鳥取厚生年金 事案 369 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ：  昭和 47 年１月ごろから 49 年１月 21 日まで 

 昭和 47 年１月ごろから 51 年２月ごろまで、Ａ店で勤務していたに

もかかわらず、国（厚生労働省）の記録では、49 年１月 21 日から厚生

年金保険に加入となっているので、申立期間についても被保険者期間

として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の供述等から、申立人が申立期間当時Ａ店に勤務していたことは推

認できる。 

   しかし、雇用保険の加入記録は、Ａ店を経営するＢ社の関連会社である

Ｃ社において、申立期間後の昭和 49 年１月 21 日から 51 年２月 29 日まで

となっており、厚生年金保険の被保険者記録と一致している。 

   また、上記Ｃ社の元事業主からは、申立人の申立期間における勤務実態

及び厚生年金保険料の控除について具体的な供述は得られなかった上、同

僚からも申立人の厚生年金保険料の控除について具体的な供述は得られな

かった。 

   このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の関連資料は無く、周

辺事情も見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

 

鳥取厚生年金 事案 370 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 28 年ごろから 32 年ごろまでのうち約２年 

時期ははっきり覚えていないが、昭和 28 年ごろから 32 年ごろまでの

うち、約２年、Ａ事業所に勤務していた。厚生年金保険に未加入となっ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「申立期間のうち約２年、Ｂ区のＡ事業所に勤務してい

た。」と申し立てていることから、オンライン記録を確認したところ、

当該住所地に申立期間当時、Ａ社（オンライン記録によると、現在は

「Ｃ社」として現存している。以下申立事業所を「Ａ社」という。）が

厚生年金保険適用事業所として存在していたことが確認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認し

たが、申立人の氏名は無く、整理番号に欠番も無い。 

また、Ｃ社（現在の会社と申立期間当時の会社は別会社としているが、

厚生年金保険はＡ社から継続している。）に照会したところ、「当時の資

料は廃棄されているため、申立人がＡ社に勤務していたことを確認するこ

とはできない。申立期間当時を知っている者に確認したところ、当時は厚

生年金保険に加入しない臨時雇用も多かったとのことであった。」として

おり、申立期間当時、Ａ社では、必ずしも全従業員が厚生年金保険被保険

者ではなかったことがうかがえる。 

事実、申立人はＡ社における元同僚１人（死亡）の氏名を記憶している

ことから、この同僚のオンライン記録及び前出の被保険者名簿を確認した

が、同社における厚生年金保険の被保険者記録は無い。 

さらに、前出の被保険者名簿から、申立期間当時にＡ社において厚生年

金保険に加入していることが確認できる複数の従業員に照会したが、申立



  

人のＡ社での勤務や厚生年金保険の加入を裏付ける供述は得られなかった。 

加えて、申立人は、給与明細書等の関係資料を所持しておらず、ほかに

申立期間において厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

事実をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

鳥取厚生年金 事案 371 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 23 年９月 30 日から 24 年 11 月 21 日まで 

        昭和 23 年９月に、乗務していたＡ社のＢ事業が、Ｃ社へ売却される

ことが決定し、Ａ社を退社した後、Ｄ市に引越し、27 年７月 18 日まで

Ｃ社で勤務したが、申立期間の年金記録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｃ社から提出された申立人に係る労働者名簿の雇入日及びＤ市への転入

日（戸籍附票による。）は、いずれも昭和 24 年 11 月 23 日となっており、

申立期間中、申立人がＣ社Ｄ支店に勤務していた事実を確認できない。 

また、Ｃ社Ｄ支店の同僚に照会したところ、申立人が勤務していたこ

とを記憶している者は散見されるが、申立期間中も勤務していたとの供

述は得られないほか、一緒にＣ社Ｄ支店に転籍したとするＡ社Ｂ事業に

従事していた当時の同僚は、既に死亡しており、当時の事情を聞くこと

ができない。 

さらに、Ｃ社には、労働者名簿以外に申立期間当時の賃金台帳等が保

管されていないため、申立人の給与から保険料が控除されていた事実を

確認することができない。 

加えて、申立人は、給与明細書等の関係資料を所持しておらず、ほか

に申立期間において厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いた事実をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


